
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人大谷美隆の上告趣意について。

　論旨第一、二点はいずれも控訴趣意として主張されていないし、原審も何等判断

を示していないところであるばかりでなく、いずれの論旨も第一審判決の事実認定

を非難するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。

そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとは認められない。

　被告本人の上告趣意第一点及び上申第一点について。

　論旨はいずれも第一審判決は被告人の二個の犯罪事実を認定しながら、その証拠

の標目を一括して挙示しているのであるから、所論引用の東京高等裁判所の判例に

違反するというのであるが同判決の後において同判決の趣旨を変更した当裁判所昭

和二五年（あ）一〇六八号同年九月一九日第三小法廷判決（判例集四巻九号一六九

五頁以下）は「数個の犯罪事実について数多の証拠を一括して掲げて説明しても判

文と記録とを照らし合せて見て、どの証拠でどの事実を認めたかが明白である限り、

違法ではない」旨を判示しているのである。そして、本件の第一審判決が証拠とし

て挙示する（一）、（二）、（三）（四）の各証拠は判示第一事実認定の、また、

同（五）（六）の各証拠は同第二事実認定の各証拠であることが判示事実を記録に

対照するとたやすく認めうるのであるから、所論は刑訴四〇五条三号又は二号に定

める上告理由にあたらない。

　同第二点乃至第四点及び同上申第二点について。

　論旨はいずれも控訴趣意として主張されていないし、原審も何等の判断を示して
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いないところであるばかりでなく、第一審判決の事実認定を非難するにとどまるも

のであるから、明らかに刑訴四〇五条の理由にあたらない。

　同第五点について。

　論旨は明らかに訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条に定める上告の理由に当ら

ない。そして所論のＡ外九名の証人申請書が原審に提出された形跡すら記録上発見

することができないから、原審が証人申請に対する判断を示さなかつたからといつ

て違法とはいえない。

　同第六点について。

　論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして所論の告

訴状は所論のように長野地方検察庁上田支部で受理され、捜査中であるにとどまる

のであるから、いまだ所論の被告訴人等に対する偽証、誣告の罪責を認めた確定判

決は存在しない筋合である。されば刑訴四三五条所定の再審の事由ある場合にあた

らないから、論旨は刑訴四一一条四号の事由にもあたらない。

　同第七、八点について。

　論旨第七点は単なる訴訟法違反の、同第八点は量刑不当の各主張に帰しいずれも

刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして被告人の第一審弁護人渡辺

元が所論Ｂの弁護人に選任された事跡すら記録上発見することができないから原判

決には所論の違法は存しないし、原判決の最刑は不当と認められない。

　されば本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは思われない。

　よつて刑訴四〇八条刑法二一条刑訴一八一条に従い全裁判官の一致で主文のとお

り判決する。

　　昭和二六年一〇月一八日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　澤　　　田　　　竹　治　郎
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　眞　　　野　　　　　　　毅

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　齋　　　藤　　　悠　　　輔
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